
 

 

平成 28 年５月 12 日 

各 位 

 

会 社 名 日産自動車株式会社 

代表者名 取締役社長 カルロスゴーン 

(コード番号 7201 東証第 1 部) 

問合せ先 IR 部 常務執行役員 田川丈二 

(TEL 045-523-5523) 

 

資本業務提携に関する基本合意書の締結に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 28 年５月 12 日開催の取締役会において、三菱自動車工業株式会社（以下「三菱自動

車」といいます。）との間の資本業務提携（以下「本提携」といいます。）の実現に向けて協議・検討

を進めていくことに関する基本合意書（Basic Agreement）（以下「本基本合意書」といいます。）の

締結及び三菱自動車の第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当」といいます。）の引受

けについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．本提携の理由  

 三菱自動車は、平成 15 年に小型商用車の OEM 供給を合意して以降、当社に対して、軽自動車及び

小型商用車を供給しており、平成 22 年 12 月には当社との間で事業協力関係の拡大について合意しま

した。それ以降、平成 23 年には、当社との日本での軽自動車に関する合弁会社（株式会社 NMKV）を

設立するなど、当社との協力関係を強化してまいりました。このような協力関係をさらに推進すべく、

平成 27年 10月、当社、三菱自動車、及び合弁会社（株式会社 NMKV）は、次期型軽自動車の企画・開

発で基本合意しましたが、次期車の開発にあたり当社の指摘を受けて、現行車の燃費について三菱自

動車との合同再試験を実施したところ、燃費試験データの不正操作等の不正行為（以下「本件不正行

為」といいます。）が発覚しました。資本市場では、本件不正行為によりこれまで良好であった当社

との関係が悪化し三菱自動車の経営戦略へ悪影響が及ぶ懸念の声も出ています。 

このような中、本提携を行うことにより、当社と三菱自動車が中長期にわたって建設的な提携関係

を構築し、三菱自動車がルノー・日産アライアンスの一員となることで、その中長期的な戦略の中で、

三菱自動車の収益機会の維持や将来的な競争力に対する三菱自動車への信用が大幅に改善されること

が期待されます。 

 また、本件不正行為を含む三菱自動車の不祥事が、三菱自動車開発部門を中心として生じているこ

とから、開発部門を中心に企業風土・意識の改革を行うことが必要であり、当社からの人的・技術的

支援を受けることにより、三菱自動車の開発部門の改革を進めることが期待されます。 

さらに、三菱自動車は、①本件不正行為によるブランド及び信用の著しい低下という問題と、②環

境変化に伴い、限られた開発資源の効率的な活用、高付加価値部品の導入などの購買の効率化という

課題を抱えています。三菱自動車は、本提携を行うことにより、本第三者割当により当社から資金調

達を行うとともに、資本関係を含む強固な提携関係を構築することによって、ルノー・日産アライア

ンスの一員として三菱自動車のブランド及び信用の回復を図り、また、ルノー・日産アライアンスの

中で商品・技術開発領域の一体運用を行うことにより、開発資源を有効活用し、商品力の強化と高付

加価値部品を中心とした部品の購買の効率性強化を図ることが期待されます。そこで、当社は、本日

開催の取締役会において、三菱自動車との間で本基本合意書を締結し、当社に対する第三者割当によ

る新株式の発行を引き受けることを決議いたしました。 

 

２．本提携の内容等 

 (1) 資本提携の内容 

 三菱自動車は、本第三者割当により、当社を割当予定先として三菱自動車の普通株式 506,620,577 

株（本第三者割当後の三菱自動車の総議決権数に対する割合 34.0％、発行済株式総数に対する割合

34.0％）を発行する予定であり、当社は、発行される新株式の全てを引き受けます。また、本第三者



割当による新株式の発行により、当社は、三菱自動車の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその

他の関係会社に該当することとなります。 

本第三者割当ての詳細については三菱自動車が本日付で公表した「資本業務提携に関する基本合意

書の締結及び第三者割当による新株式発行に係る発行登録並びに主要株主、主要株主である筆頭株主

及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

(2) 業務提携の内容 

当社と三菱自動車は、以下の項目について業務提携を推進することを合意しております。なお、業

務提携の具体的な方針及び内容等については、今後、両社の間で協議を行う予定です。 

・両社間の役員交流 

・技術資源の相互共有 

・軽自動車開発の継続 

・ASEAN 地域における協力 

・内燃機関（ICE）及び電気自動車のパワートレインの共有 

・製造設備の利用 

・購買シナジー 

・販売金融及びアフターセールス 

 

(3) 本基本合意書及び本提携契約の内容 

 当社は、三菱自動車との間で、本日付で本基本合意書を締結しました。本基本合意書において、三

菱自動車が本第三者割当を行い、当社がこれを全て引き受けることとしていますが、その条件は、当

社及び三菱自動車が締結する予定の提携契約（Alliance Agreement）（以下「本提携契約」といいま

す。）に従うものとしています。 

 当社及び三菱自動車は、本基本合意書において、本提携契約について平成 28 年５月 25 日までに合

意することを目的として、その内容を誠実に協議することとしております。当社及び三菱自動車は、

本基本合意書において、以下の内容を本提携契約に定めることに合意しております。 

(a) 本第三者割当が、①本提携についての各国の競争当局の許認可、外為の許認可その他の規制当

局の許認可を全て得られること、②当社による三菱自動車のデュー・ディリジェンス及び特別

調査委員会による調査において、重大な悪影響があると合理的に見込まれる事実又は事象が発

見されていないこと、③当社並びに三菱重工業株式会社、三菱商事株式会社及び株式会社三菱

東京 UFJ 銀行の間で、三菱自動車の過半数の株式の保有を継続することや本提携を支持するこ

とを内容とする株主間契約が締結されること等を条件とすること。 

(b) 本第三者割当の実行後、三菱自動車取締役の数を 11 名とすること、三菱自動車取締役会が当

社の有する議決権の割合に応じて指名する人数（当初４名）を取締役候補者とすること、本第

三者割当の実行後 10 日以内に臨時株主総会を招集する取締役会を開催すること、三菱自動車

取締役会の過半数が同意する場合には、当社が指名した取締役のうち１名を三菱自動車会長と

して選定すること。 

(c) 当社及び三菱自動車は、本第三者割当が本提携契約の締結後１年以内に実施されなければ、本

提携契約を解除できること。但し、規制当局の許認可又は待機期間により本第三者割当の実施

が遅れた場合は、さらに６か月間延長される。 

 

(4)新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額 

 

237,362 百万円 （1株あたり 468.52 円） 

 

３．本提携の相手先の概要 

 
（平成 27 年９月 30 日現在） 

（１） 名 称 三菱自動車工業株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区芝五丁目 33 番８号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 相川哲郎 

（４） 事 業 内 容 自動車及びその部品の開発、生産、販売、金融事業 

（５） 資 本 金 165,701 百万円 



（６） 設 立 年 月 日 昭和 45 年 4月 22 日 

（７） 
大株主及び持株比率 

 

三菱重工業株式会社 12.63％

三菱商事株式会社 10.06％

ＭＨＩオートモーティブ・キャピタル合同会社ＭＭＣ株式運

用匿名組合１ 
3.92％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.91％ 

ＭＨＩオートモーティブ・キャピタル合同会社ＭＭＣ株式運

用匿名組合２ 
3.45％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2.23％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.80％ 

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２

（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部） 
1.67％ 

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＴＲＥＡＴ

Ｙ ＪＡＳＤＥＣ ＡＣＣＯＵＮＴ 

（常任代理人：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

1.31％ 

ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 

（常任代理人：シティバンク銀行株式会社） 
1.24％ 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本

関係はありません。 

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的

関係はありません。 

取 引 関 係

当社は、当該会社より、軽自動車の供給を受けており

ます。また、当社は、当該会社に対して、完成車（デ

リカバン、ディグニティ、プラウディア及びランサー

カーゴ）を販売しております。 

当社は、当該会社との間で、それぞれが 50％を出資し

て設立した日本市場向けの軽自動車の商品企画・開発

等を行う株式会社NMKVにおける合弁事業に関する契約

を締結しております。また、当該会社及びスズキ株式

会社との間で、ジヤトコ株式会社に関する株主間の権

利義務等を定めた契約を締結しております。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。ま

た、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当

事者には該当しません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 
平成 28 年３月期 

（注） 

 連 結 純 資 産 550,009 百万円 670,766 百万円 701,856 百万円

 連 結 総 資 産 1,543,890 百万円 1,582,802 百万円 1,433,725 百万円

 １株当たり連結純資産 549.63 円 669.74 円 699.25 円

 連 結 売 上 高 2,093,409 百万円 2,180,728 百万円 2,267,849 百万円

 連 結 営 業 利 益 123,434 百万円 135,913 百万円 138,377 百万円

 連 結 経 常 利 益 129,472 百万円 151,616 百万円 141,027 百万円

 
親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
104,664 百万円 118,170 百万円 89,094 百万円

 １株当たり連結当期純利益 156.60 円 120.16 円 90.59 円

 １ 株 当 た り 配 当 金 25.00 円 16.00 円 16.00 円



（注）三菱自動車工業株式会社が平成 28 年４月 27 日付で公表した平成 28 年３月期決算短信〔日本

基準〕（連結）によるものであり、監査を受けたものではありません。また、平成 28 年３月期

に係る１株当たり配当金の額は、三菱自動車工業株式会社の株主総会の決議により確定する予

定の期末配当の額８円を含んでおります。 

 

４．本提携の日程 

 

(1) 当社及び三菱自動車の取締役会の決議日 平成 28 年５月 12 日 

(2) 本基本合意書の締結 平成 28 年５月 12 日 

(3) 本提携契約の締結 平成 28 年５月 25 日まで（予定） 

(4) 当社によるデュー・ディリジェンス 平成 28 年８月まで（予定） 

(5) 本第三者割当に係る払込 平成 28 年 10 月頃（予定）（注） 

 （注) 当社は、全ての条件が満たされたのち、10 営業日以内に払込みを実施する予定で

す。 

 

５．今後の見通し 

 

 当社は、本提携を実現させるため、今後、本基本合意書に基づき、三菱自動車との間で協議・検討

を進め、平成 28 年５月 25 日までに本提携契約を締結する予定です。本提携に関し、今後、公表すべ

き事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 
 

以 上 


